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告 示

〇有害興行の指定 （生活文化・青少年室）……………………………………………………
〇土地改良法による道営換地処分 （農業施設管理課）………………………………………
〇道路の供用の開始（３件） （道路整備課）…………………………………………………
〇道路の区域の変更及び供用の開始 （道路整備課）…………………………………………
〇河川区域の廃止及び同廃止による廃川敷地等の発生の一部改正 （河川課）……………

道選挙管理委員会告示

〇政治団体の収支報告書の要旨…………………………………………………………………

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第９項の規定により、長沼町６区地区の
換地処分をした。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道札幌土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 岩見沢停車場線 岩見沢市４条東 丁目２番３地先から 平成

岩見沢市４条東 丁目２番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道小 土木現業所に備え置いて、告示

の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 仁木赤井川線 余市郡仁木町銀山２丁目 番地先から 平成

余市郡仁木町銀山２丁目 番 地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道網走土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 北見端野美幌線 網走郡美幌町字昭野 番１地先から 平成

網走郡美幌町字昭野 番１地先まで 時

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更し、
同条第２項の規定により平成 年 月 日に道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道室蘭土木現業所に備え置いて、告示
の日から２週間、一般の縦覧に供する。
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毎 週 火 ・ 金 曜 日 発 行

興行の
種 別

興 行 の 題 名 制作会社又は
配 給 会 社

指定の
範 囲

指 定 の 理 由

映 画 ルー・サロメ
善悪の彼岸 ノーカット版

彩 プ ロ

全 部

著しく粗 性を助長し、性的
感情を刺激し、又は道義心を
傷つけるもの等であって、青
少年の健全な育成を害するお
それがあると認められるため

同 ホテトル嬢 癒しの手ほどき オーピー映画
同 痴漢電車 挑発する ら尻 同
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平成 年 月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 道路の種類 道道
２ 路 線 名 新千歳空港線
３ 道路の区域
区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
千歳市美々 番 地先から 前 から ――苫小牧市字美沢 番 地先まで まで

前 から ――まで

前 から ――まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（河川区域の廃止及び同廃止による廃川敷地等の発生）の一
部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年 月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
４廃川敷地等の種類及び数量の事項中「 」を「 」に改める。

道選挙管理委員会告示

北海道選挙管理委員会告示第 号

政治資金規正法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定に基づき、同法第 条第１
項及び同法第 条第１項の規定による政治団体の収入及び支出に関する報告書の要旨を別冊
のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成 年 月 日

北海道選挙管理委員会委員長 土 屋 良 三
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編 集 北海道総務部法制文書課
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